
末 ⽊ 枝 条 公 売 公 告
（集材を伴う）

（令和４年度⽣産請負物件）

令和４年５⽉16⽇
分任契約担当官
空知森林管理署⻑ 武森 美紀男

次により末⽊枝条の⼀般競争⼊札を⾏いますので、買受希望者は、売買契約書
（案）、国有林野事業林産物売買契約約款、北海道森林管理局競争契約⼊札⼼得、
及び現場を熟覧のうえ⼊札してください。

１．⼊札物件の種類及び数量等
「末⽊枝条公売物件総括表」のとおり

２．⼊札（開札）⽇時及び⼊札（開札）場所
（１）⼊札（開札）⽇時 令和４年６⽉２⽇（木曜⽇）午前10時00分 開始

締切後即開札
（２）⼊札（開札）場所 岩⾒沢市３条東17丁⽬34番地

空知森林管理署 会議室

３．⼊札参加資格
（１）予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）

第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐⼈⼜は被補助者であって、契約締結のために

必要な同意を得ている者については、この限りではない。
（２）予決令第71条の規定に該当しない者であること。
（３）契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購⼊契約及び役務等契約指

名停⽌等措置要領」に基づく指名停⽌を受けている期間中でないこと及び、
北海道森林管理局⻑から「⼯事請負契約指名停⽌等措置要領」に基づく指
名停⽌を受けている期間中でないこと。

４．⼊札の参加に必要な証明書等の提出
⼊札に参加しようとする者は次の証明書（写し可）を⼊札開始前に提出するこ

と。
（１）北海道森林管理局⻑から林産物の売払いに係る⼀般競争参加資格につい

て、資格確認通知書の交付を受けた者及び北海道森林管理局以外の森林管
理局⻑から⼀般競争参加資格の資格確認通知書の交付を受けた者は、資格
確認通知書。

（２）上記の者の代理⼈が⼊札する場合は、資格確認通知書及び委任状。

５．⼊札
（１）⼊札注意事項については、北海道森林管理局競争契約⼊札⼼得をご覧く

ださい。
（２）⼊札書は所定の⽤紙を使⽤し、⼊札物件ごとに別葉として総額を記載し

て下さい。



なお、所定の⽤紙を使⽤しない場合は、「北海道森林管理局競争契約⼊札
⼼得を承知のうえ、⼊札する」旨明記して下さい。

（３）落札額の決定に当たっては、⼊札書に記載された⾦額に当該⾦額の消費
税に相当する額を加算した⾦額（当該⾦額に1円未満の端数があるときは、
その端数⾦額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、⼊
札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、⾒
積もった⾦額から消費税相当額を除いた⾦額を⼊札書に記載すること。

（４）郵便⼊札も受け付けます。
ただし、北海道森林管理局⻑から林産物の売払いに係る⼀般競争参加資

格について、資格確認通知書の交付を受けた者及び北海道森林管理局以外
の森林管理局⻑から⼀般競争参加資格の資格確認通知書の交付を受けた者
とします。
この場合、⼆重の封筒を使⽤し、表に必ず「郵便⼊札」と朱書し、内封

筒には売払物件毎の⼊札書、外封筒には有資格証明書（写し）を同封のう
え、⼊札前⽇（前⽇が⼟、⽇、祝⽇の場合はその前⽇）の午後５時までに
到達するよう書留郵便をもって当森林管理署へ送付してください。
なお、再度の⼊札を引き続き⾏う場合には、郵便により参加した者は再

度の⼊札には参加できません。
（５）錯誤等を理由として、⾃らのした⼊札を無効とする旨の申出は開札後か

ら落札宣⾔までの間とし、開札前⼜は落札宣⾔後は、いかなる場合も無効
の申出をすることが出来ないこととします。

６．⼊札保証⾦
（１）競争⼊札に参加しようとする者は、⼊札開始10分前までに、下記7に⾒積

⾦額（消費税相当額を含む）の100分の5以上の⼊札保証⾦（⼜は⼊札保証
⾦に代わる担保）を納付（⼜は提供）してください。
ただし、北海道森林管理局⻑から林産物の売払いに係る⼀般競争参加資

格について、資格確認通知書の交付を受けた者及び北海道森林管理局以外
の森林管理局⻑から⼀般競争参加資格の資格確認通知書の交付を受けた者
については、免除します。

（２）⼊札保証⾦の提出書類には、印鑑の押印が必要となります。
また、納付した⼊札保証⾦の返還を受ける場合には印紙が必要となります
ので、忘れずにご持参ください。
ただし、印紙税法に基づき記載⾦額が5万円未満⼜は営業に関しないもの

については⾮課税となります。

７．⼊札保証⾦の納付先
空知森林管理署 総括事務管理官

８．契約書の作成
契約書の作成は、落札決定の⽇から起算して7⽇以内（⾏政機関の休⽇に関す

る法律（昭和63年法律第91号）第１条第１項各号に規定する⾏政機関の休⽇を
含まない。

９．代⾦の納⼊
代⾦は即納に限るものとします。



ただし、北海道森林管理局⻑から林産物の売払いに係る⼀般競争参加資格につ
いて、資格確認通知書の交付を受けた者及び北海道森林管理局以外の森林管理局
⻑から⼀般競争参加資格の資格確認通知書の交付を受けた者は、契約締結の⽇か
ら20⽇以内に納⼊告知書により代⾦を納付してください。

10．契約保証⾦
免除します。

11．契約の解除
買受⼈が契約条件を履⾏しないで解除したときは、契約代⾦(消費税相当額を

含む)の100分の10に相当する⾦額を違約⾦として当森林管理署⻑が指定する期
限までに納付して頂きます。さらに、競争⼊札参加資格を取消し、または付与し
ないことがあります。

12．物件の引渡し
代⾦納⼊の⽇から15⽇以内に引渡しを⾏います。

13. 物件の搬出期間
各物件の搬出期間は「末⽊枝条公売物件総括表」のとおりです。

14．物件明細書、売買契約書（案）等の閲覧場所
空知森林管理署
岩⾒沢市３条東17丁⽬34番地 電話０１２６－２２－１９４０

15．特約事項について
売買契約に当たり「別紙1」の特約事項を付すこととしますので、⼗分認識し
たうえで⼊札してください。

16．法令制限等について
（１）本物件の搬出に係る保安林内の作業⾏為については、「末⽊枝条公売物件

総括表」のとおりです。
（２）事業実⾏の際は、保安林指定の有無を問わず、林地保全、河川汚濁防⽌等

には⼗分配慮願います。

17．物件の現地案内
現地案内については⾏いません。

18．国有林野事業林産物売買契約約款、北海道森林管理局競争契約⼊札⼼得につい
ては、北海道森林管理局ホームページ（http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaid
o/apply/publicsale/index.html）をご覧ください。

19．その他詳細については、空知森林管理署業務グループにお問い合わせください。
空知森林管理署
〒 068-0003 岩⾒沢市３条東17丁⽬34番地
Tel. 0126-22-1940 (ＩＰ)050-3160-5715 Fax. 0126-22-3386



別紙１

特約事項

１．入林手続き及び搬出済の届出

（１）事業着手前に、「入林承認申請書」を空知森林管理署に提出し、その内容につ

いて(支)署長の承認を受けてから作業に着手すること。

（２）事業実施に当たっては、承認された「入林承認書」を車のダッシュボードな

ど外部から見える位置に置き、作業に従事すること。（事業と同時進行で搬出す

る場合は必要ありません。）

（３）物件の搬出を終えたときは、遅延なく空知森林管理署に「搬出済届」を提出

すること。

２．林地保全、河川汚濁防止等

（１）売払い物件を十分確認し、すべて搬出すること。

（２）河川汚濁防止に十分注意して作業すること。

（３）使用する林業専用道等については、工作物を損傷しないこと。また、事業の

終了時に不陸均しを行い、通行に支障の無いよう回復すること。

３．狩猟期間中の安全対策

北海道が定めるエゾシカ狩猟期間中は、当該国有林を管轄する森林管理（支）署

は銃猟安全対策を定めることから、期間や可猟区域等について事業着手前に必ず確認

すること。

なお、事業者は「事業実行中」、「狩猟入林禁止」の看板のほか「発砲禁止」のの

ぼりを作業地の入口等の視認しやすい場所に設置すること。

また、事業実行箇所を含む周辺国有林において、市町村から有害鳥獣捕獲のため可

猟とするよう要請があった場合は、可能な限り協力すること。

４ 無人航空機の飛行

国有林野内において無人航空機を飛行させる場合は、「無人航空機を飛行させる場合

の入林届」を森林管理（支）署長等に提出するとともに、以下の点に留意すること。

（１）航空法等の法令を遵守し、法令に基づく手続きは原則として買受者が行うこと。

特に森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されることから、飛行

方法等によっては航空法に基づく許可等手続きが必要となる場合があるので留意する

こと。

（２）無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林

管理（支）署長等へ報告すること。こうした場合の無人航空機の回収は、買受者の責

任において行うこと。

（３）一般の入林者や他の国有林野事業の受注者への危害又は迷惑行為を行わないこと。

また、必要に応じて一般の入林者や他の国有林野事業の受注者等と調整を図ること。

５．その他

（１）数量の不足、隠れた瑕疵があってもその担保の責任は負いません。

（２）生産事業実行中の箇所については、事業請負者と別の者が購入した場合、事



業完了後でなければ搬出はできません。

（３）森林官と十分打ち合わせし、その指示に従うこと。

（４）集材を伴う未利用材を集積した後の林外への運搬・輸送については、必ず森

林官の許可を得ること。

（５）希少野生生物を発見した場合は、速やかに森林官に連絡しその指示に従うこ

と。

（６）事業実行に伴って、買受人の過失により森林法等の法規に違反した場合は、

国有林として買受人を告発することも有りえることをご承知下さい。



物件 Ｎ

樹種 区分 Ｌ 本 数 材 積 保 安 林 協 議 備 考 入札

番号 計 （本） （m³） 枚数 金 額 入 札 者 金 額 入 札 者 金 額 入 札 者
伐 採 協 議

作 業 行 為

計 1,424.49 令和4年4月1日～令和6年3月31日

伐 採 協 議

作 業 行 為

計 805.12 令和4年6月1日～令和8年3月31日

伐 採 協 議

作 業 行 為

計 1,364.65 令和4年6月1日～令和8年3月31日

伐 採 協 議

作 業 行 為

計 1,427.99 令和4年6月1日～令和8年3月31日

伐 採 協 議

作 業 行 為

計 655.18 令和4年6月1日～令和9年3月31日

伐 採 協 議

作 業 行 為

計
伐 採 協 議

作 業 行 為

計

Ｎ 5,677.43

Ｌ

計 5,677.43

※　本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものである。

令和４年６⽉２⽇⼊札

担当区

空知森林管理署
末 ⽊ 枝 条 公 売 物 件 総 括 表

不要

開 札 結 果

Ｎ

合　  計　

7

Ｎ

Ｌ

6

Ｎ

Ｌ

5

Ｎ

Ｌ

4 末木枝条

Ｎ

Ｌ
引渡しの日又は事業完了
後から1年間

1,427.99
4034に林小
班外

咲別
惣芦別

末木枝条 Ｌ

3

Ｎ

末木枝条 Ｌ

2 番 札

805.12
3405ろ林小
班外

・４年度空知署【野花南地区そ
の１】保全整備（保育間伐）第１
号

林地内末木枝条・集材を要す

不要

3 番 札1 番 札

3397ろ1林小
班外

野花南
引渡しの日又は事業完了
後から1年間

紅葉山
2520ろ林小
班外

物 件 所 在 地

林 小 班
搬 出 期 間

引渡しの日又は事業完了
後から1年間

1

面積
（ｈa）

1,364.65

辺渓
3084ろ林小
班外

2

1,424.49

・３年度空知署【紅葉山地区】
保全整備（保育間伐）第３号

林地内末木枝条・集材を要す

Ｎ

Ｌ

655.18

・４年度空知署【咲別・惣芦別
地区】保全整備（保育間伐）第
４号

林地内末木枝条・集材を要す

・４年度空知署【野花南地区そ
の２】保全整備（保育間伐）第２
号

林地内末木枝条・集材を要す

・４年度空知署【辺渓地区】保
全整備（保育間伐）第３号

林地内末木枝条・集材を要す

野花南

不要

不要

不要
トドマツ外 末木枝条

トドマツ外

末木枝条

引渡しの日又は事業完了
後から1年間

引渡しの日又は事業完了
後から1年間

トドマツ外

トドマツ外

トドマツ外



号

面積

188.57 ㎥

㎥

※計算式により算出

3397 ろ１外 トドマツ外 1,424.49末木枝条（集材を伴う） 1-100

物　件　明　細　書
物件番号 担当区

1 野花南

林班 小班 集積番号 樹種 本数 材積区分 径級

1,424.49合　　　計



号

面積

89.91 ㎥

㎥

※計算式により算出

物　件　明　細　書
物件番号 担当区

材積

3405 ろ外 トドマツ外 805.12

2 野花南

林班 小班 集積番号 樹種 本数区分

末木枝条（集材を伴う）

径級

1-100

合　　　計 805.12



号

面積

131.67 ㎥

㎥

※計算式により算出

合　　　計 1,364.65

3084 ろ外 末木枝条（集材を伴う） トドマツ外 1-100 1,364.65

物　件　明　細　書
物件番号 担当区

3 辺渓

林班 小班 集積番号 区分 樹種 径級 本数 材積



号

面積

190.60 ㎥

㎥

※計算式により算出

合　　　計 1,427.99

林班 小班 集積番号 区分 樹種 径級 本数 材積

4034 に外 末木枝条（集材を伴う） トドマツ外 1-100 1,427.99

物　件　明　細　書
物件番号 担当区

4 咲別・惣芦別



号

面積

97.00 ㎥

㎥

※計算式により算出

合　　　計 655.18

2520 ろ外 末木枝条（集材を伴う） トドマツ外 1-100 655.18

物　件　明　細　書
物件番号 担当区

5 紅葉山

林班 小班 集積番号 区分 樹種 径級 本数 材積



物 件 番 号 第 号

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

令和　 　年　 　月　 　日

分任契約担当官　 　森林管理署長　殿

住所氏名

（注） 入札金額の頭部に￥を記入して下さい。

物 件 番 号 第 号

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

令和　 　年　 　月　 　日

分任契約担当官　 　森林管理署長　殿

住所氏名

（注） 入札金額の頭部に￥を記入して下さい。

末　木　枝　条　入　札　書

入札金額

　ただし、上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は
上記金額に消費税に相当する額を加算した金額となること及び入札心得を承知のうえ、
入札します。

参加資格者整理番号

末　木　枝　条　入　札　書

入札金額

　ただし、上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は
上記金額に消費税に相当する額を加算した金額となること及び入札心得を承知のうえ、
入札します。

参加資格者整理番号



委 任 状

代理人氏名

上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記

１ 入札年月日 令和 年 月 日

２ 件 名

３ 入札に関する一切の件

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

分任契約担当官

森林管理（支）署長

殿



売買契約書（案）

売買物件の ○○担当区部内 面積(ｈａ) 現金納付分 売買金額 ○○○○円 納付期限 令和○年○月○日
所在場所

延納金額 円 ～
売買物件の 区 分 樹 種 本数(本) 材積（ｍ3） 延納期間 日間
種類及び数量 売 延納利息 円

末木 ○○○．○○ 買 延 納 分
枝条 代

金 延納担保 円
内訳 別紙「物件明細書」のとおり 納 金額 以 上 担保の種類

付
の 延納利率 年 ％ 同提供期限

売買代金 ○○○○円 方
売買代金 法 延納金額 円 ～

うち消費税抜代金 ○○○○円 延納期間 日間
延納利息 円

契約保証金 免除
延納担保 円

分収額 円 金額 以 上 担保の種類
官収分

売買代金の分収額 うち消費税抜代金 円 延納利率 年 ％ 同提供期限

分収額 円 売買物件の ○○○○ 売買物件の ○○○○
民収分 引渡方法 引渡期間(期限) (概算の場合の最終期限 )

官行造林立木竹 うち消費税抜代金 円
売買物件の 引渡の日から起算して○○○日間 (期限 令和○年○月○日)

分収造林立木竹 搬出期間(期限) 又は事業完了後から起算して○○○日間 (期限 令和○年○月○日)
分収権者

分収育林立木竹 売買(使用) 施設設置等
目的の指定 の指定

特約事項 別紙１のとおり

＊概算売買の場合は、上記の売買物件の種類及び予定、売買代金は概算売払代 売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を
金である。 締結したので、その証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。

＊本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採された 令和○○年○○月○○日
ものである。

売 渡 人（甲） 分任契約担当官 森林管理署長 印

買 受 人（乙） ○○都道府県○○○○
○○○○ ○○○○
○○○○ ○○ ○○ 印


